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遺
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忍
む
す
び
に
か
え
て

は

じ

め

に

わ
が
国
の
国
際
私
法
は
、
「
棺
続
ハ
被
梧
続
人
ノ
本
閣
法
ニ
依
ル
」
(
法
例
二
六
条
)
と
定
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
悶
に
住
む
韓
国

人
の
相
続
事
件
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
韓
国
相
続
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
渉
外
実

務
で
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
韓
国
棺
続
法
に
関
す
る
こ
、
一
一
一
の
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

梧
続
法
を
含
む
現
行
韓
国
民
法
が
施
行
さ
れ
た
の
は
、
一
九
六

O
年
一
月
一
日
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
の
経
過
規
定
で
あ
る
鮒
郎
二

五
条
は
、
「
本
法
施
行
自
前
に
開
始
さ
れ
た
相
続
に
関
し
て
は
、
本
法
施
行
日
後
に
も
、
旧
法
の
規
定
を
適
用
す
る
」
と
規
定
し
、
一

九
五
九
年
以
前
に
な
さ
れ
た
相
続
は
、
「
旧
法
」
に
よ
り
解
決
す
る
も
の
と
し
た
。
現
行
韓
国
民
法
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
三
五
年
が
経

過
し
て
い
る
も
の
の
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
現
在
で
も
時
折
、
一
九
五
九
年
以
前
の
韓
関
人
の
相
続
が
問
題
と
な
る
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
ま
ず
、
こ
の
「
出
法
」
時
代
の
相
続
に
つ
き
検
討
し
、
そ
の
後
に
、
現
行
相
続
法
に
関
す
る
諸
問
題
を
検
討

す
る
こ
と
と
す
る
。
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時
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の
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制
度
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の

法

制

度

韓国相続法上の若干の問題

一
九
四
五
年
八
月
に
日
本
の
植
民
地
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
た
朝
鮮
半
島
で
は
、
北
緯
一
ニ
八
度
線
以
南
に
お
い
て
米
軍
に
よ
る
軍
政
が

施
行
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
米
軍
軍
政
庁
法
令
二
三
ぢ
が
、
一
九
四
五
年
八
丹
九
日
現
在
施
行
中
で
あ
っ
た
法
律
的
効
力
を
も
っ
た
規

則
、
命
令
、
告
示
、
そ
の
他
の
文
書
は
、
憲
政
庁
に
お
い
て
特
別
命
令
で
こ
れ
を
廃
止
す
る
ま
で
完
全
に
効
力
を
有
す
る
と
し
た

に
脱
、
親
族
・
相
続
を
は
じ
め
と
す
る
民
事
に
関
す
る
諸
法
令
に
つ
い
て
は
戦
前
の
日
本
統
治
下
の
法
制
度
が
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
四
八
年
七
月
に
大
韓
民
国
憲
法
が
公
布
さ
れ
、
大
韓
民
国
(
以
下
、
韓
国
と
い
う
)
政
府
が
樹
立
さ
れ

た
が
、
そ
の
際
も
同
憲
法
一

O
O条
に
お
い
て
「
現
行
法
令
は
、
こ
の
憲
法
に
抵
触
し
な
い
限
り
、
効
力
を
有
す
る
」
と
規
定
し
た
。

結
局
、
韓
国
に
お
い
て
は
、
親
族
・
相
続
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
戦
前
の
法
制
度
が
現
行
韓
間
民
法
が
施
行
さ
れ
る
一

九
六

O
年
ま
で
続
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

3 

戦
前
の
朝
鮮
半
島
で
は
、
民
事
法
の
領
域
に
つ
い
て
は
、
そ
の
基
本
法
令
で
あ
る
朝
鮮
民
事
令
の
一
条
が
「
民
事
ニ
関
ス
ル
事
項
ハ

本
令
其
ノ
他
ノ
法
令
ニ
特
別
ノ
規
定
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
在
ノ
法
律
ニ
依
ル
」
と
し
て
、
民
法
、
商
法
、
民
事
訴
訟
法
等
、
二
十
三

の
日
本
の
民
事
法
令
を
掲
げ
て
お
り
、
基
本
的
に
は
、
こ
の
分
野
に
つ
い
て
は
日
本
の
法
律
が
適
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
親
族
・

棺
続
の
領
域
は
こ
の
例
外
と
さ
れ
、
間
一
一
条
は
「
①
第
一
条
ノ
法
律
中
能
力
、
親
族
及
相
続
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
朝
鮮
人
ニ
之
ヲ
適

用
セ
ス
②
朝
鮮
人
ニ
関
ス
ル
前
項
ノ
事
項
ニ
付
テ
ハ
慣
習
ニ
依
ル
」
と
規
定
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
親
族
・
相
続
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
朝
鮮
半
島
に
従
来
か
ら
存
在
す
る
「
慎
習
」
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
処
理
が
、
戦
後
ま
も
な
い
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韓
国
で
も
維
持
さ
れ
、
最
終
的
に
は
現
行
韓
国
民
法
の
施
行
ま
で
続
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
現
在
の
韓
国
に
お
い

て
は
、
「
慣
習
ニ
依
ル
」
と
さ
れ
て
い
た
戦
前
・
戦
後
の
期
間
を
ま
と
め
て
「
出
慣
習
法
」
時
代
あ
る
い
は
「
噴
習
法
」
時
代
と
呼
ん

だ
り
す
る
。

2 

出
慣
習
法
時
代
の
財
産
相
続

伝
統
的
に
は
、
朝
鮮
の
相
続
制
度
に
は
、
祭
肥
棺
続
、
一
戸
主
相
続
お
よ
び
財
産
相
続
の
三
つ
の
棺
続
制
度
が
存
在
し
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
う
ち
、
祭
耐
相
続
は
、
戦
前
の
朝
鮮
高
等
法
院
の
判
決
に
よ
り
、
そ
れ
は
「
道
義
上
の
地
伎
を
継
承
す
る
に
す

ぎ
な
い
」
も
の
と
し
て
法
律
上
の
相
続
制
度
か
ら
除
外
さ
れ
、
そ
の
後
は
一
戸
主
相
続
と
財
産
相
続
の
二
種
類
の
相
続
制
度
が
法
律
上
認

め
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
う
ち
、
財
産
相
続
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
半
島
で
は
、
古
く
か
ら
、
共
同
相
続
制
が
と
ら
れ
て
お
り
、
一
五
世
紀
後
半
に
作
ら
れ

た
李
氏
朝
鮮
の
根
本
法
規
で
あ
る
「
経
国
大
典
」
も
、
女
子
を
含
め
た
均
分
相
続
制
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
戦
前
の
わ
が
閣

で
認
め
ら
れ
て
い
た
長
子
単
独
相
続
た
る
家
督
相
続
や
、
男
子
の
み
に
よ
る
均
分
相
続
が
と
ら
れ
て
い
た
か
つ
て
の
中
国
の
相
続
制
度

と
も
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
徹
麗
し
た
子
女
均
分
相
続
制
は
相
続
財
産
の
零
細
化
を
招
く
こ
と
に
な
り
、
朝
鮮
後

(9) 

期
に
は
い
っ
て
、
漸
次
、
女
子
軽
視
、
男
子
優
越
、
特
に
長
子
優
待
の
椙
続
慣
行
が
定
着
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
慣
習
ニ
依
ル
」
と
さ
れ
た
陪
慣
習
法
時
代
の
財
産
相
続
に
つ
い
て
は
、
慰
産
棺
続
人
が
複
数
い
る
場
合
の
棺
続
分
は
、

通
例
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

A 

被
相
続
人
が
男
一
戸
主
で
あ
る
場
合

③ 

一
戸
主
相
続
人
と
他
の
相
続
人
が
一
人
の
と
き
は
、
一
戸
主
椙
続
人
が
遺
産
の
三
分
の
二
、
他
の
棺
続
人
が
三
分
の
一

桔
続
人
が
三
人
以
上
の
と
き
は
、
一
戸
主
相
続
人
が
ニ
分
の
一
、
他
の
椙
続
人
が
残
り
を
均
分

① 



③
嫡
出
子
と
非
嫡
出
子
が
そ
れ
ぞ
れ
一
人
の
と
き
は
、
嫡
出
子
が
三
分
の
一
一
以
上
、
非
嫡
出
子
が
三
分
の
一
以
下
。
棺
続
人

が
さ
ら
に
い
る
場
合
に
は
、
非
嬬
出
子
の
相
続
分
の
比
率
が
さ
ら
に
減
じ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

B 

被
相
続
人
が
そ
の
他
の
者
の
場
合

こ
の
場
合
に
は
、
す
べ
て
の
相
続
人
が
、
共
同
で
均
分
相
続
を
す
る
。

出
慣
習
法
時
代
の
相
続
分
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
相
続
財
産
の
継
承
の
し
か
た
に
お
い
て
は

今
日
と
異
な
る
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
た
。
す
な
わ
ち
、
戸
主
棺
続
を
す
る
長
男
は
、
戸
主
相
続
と
再
時
に
い
っ
た
ん
前
一
戸
、
支
の
遺
産
全

部
を
継
承
し
、
白
日
の
相
続
分
を
取
得
し
た
後
、
残
り
の
財
産
を
地
の
相
続
人
に
「
分
財
」
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
長

男
が
理
由
な
く
分
財
し
な
け
れ
ば
、
他
の
相
続
人
は
、
長
男
に
対
し
て
分
財
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

分
財
請
求
権
は
、
婚
掘
し
分
家
す
る
と
き
に
初
め
て
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
い
わ
ば
、
次
男
以
下
の
相
続
人
は
相
続
時
に
相
続
財

そ
の
権
利
が
具
体
化
す
る
の
は
、
新
し
い
生
活
を
始
め
る
分
家
時
で
あ

産
に
対
し
て
一
定
の
権
和
を
潜
在
的
に
取
得
す
る
も
の
の
、

る
、
と
い
っ
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

韓国相続法上の若子の問題

こ
の
よ
う
な
相
続
形
態
を
法
律
的
に
い
か
に
理
解
す
る
か
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
が
、
韓
国
間
内
で
は
、
戸
主
椙
続
人
の
弟
は
、

「
分
財
請
求
権
を
有
す
る
の
み
で
そ
の
相
続
分
を
直
接
棺
続
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
戸
主
相
続
人
が
そ
の
相
続
財
産
全
部
を
第
三
者

に
売
り
渡
し
た
場
合
、
そ
の
第
三
者
が
不
動
産
登
記
を
終
了
し
た
と
き
に
は
、
弟
は
第
三
者
に
対
し
て
そ
の
相
続
財
産
の
返
還
は
も
ち

ろ
ん
そ
の
登
記
の
抹
消
請
求
も
行
い
え
な
い
」
と
解
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
端
的
に
「
他
の
相
続
人
は
分
財
請
求
権
が
あ
る
だ
け
で
椙

続
分
の
相
続
権
が
な
か
っ
た
」
と
す
る
も
の
も
あ
(
出
。
韓
国
の
最
高
裁
で
あ
る
大
法
院
は
、
こ
の
よ
う
な
分
財
請
求
権
に
つ
い
て
、

「
分
財
請
求
権
を
行
使
し
た
だ
け
で
当
然
に
実
質
的
権
利
関
係
が
変
更
す
る
も
の
で
は
な
出
と
す
る
。
他
方
、
通
常
の
相
続
人
が
複

数
い
る
事
件
に
お
い
て
、
一
戸
、
王
相
続
人
は
、
遺
産
か
ら
自
己
の
棺
続
分
を
取
得
し
た
後
、
残
り
を
「
次
男
以
下
の
人
数
に
応
じ
て
原
則

と
し
て
平
等
に
分
与
す
る
義
務
が
あ
る
」
と
も
判
示
し
て
い
る
。

5 



五
五
六
号
四

う
担
法
が
適
用
さ
れ
、

わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
い
て
も
旧
慣
習
法
時
代
の
相
続
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
例
え
ば
、
最
判
昭
和
田
四
年
四
月
一

O
自
判
時

頁
は
、
昭
和
三
一
年
に
死
亡
し
た
韓
由
人
の
相
続
に
つ
き
「
そ
の
死
亡
に
よ
る
棺
続
に
つ
い
て
は
、
第
一
審
斡
決
の
い

そ
の
相
続
財
産
は
長
子
の
男
子
が
単
独
で
相
続
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
」
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

6 

大
阪
地
判
昭
和
三
二
年
六
月
二
八
日
下
民
集
八
巻
六
号
ニ

O
八
頁
は
、
昭
和
二
九
年
に
死
亡
し
た
韓
国
人
の
相
続
に
つ
き
「
閥
閣
の

相
続
が
わ
が
国
の
領
有
当
時
の
ま
ま
出
民
法
の
長
子
相
続
制
度
(
家
督
鋭
度
)
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
公
知
の
事
実
で
あ
る
」
と
す

る
。
確
か
に
、
右
の
旧
噴
習
法
時
代
の
相
続
に
つ
い
て
は
色
々
な
解
釈
の
し
か
た
が
あ
り
え
よ
う
が
、
少
な
く
と
も
、
わ
が
国
の
家
督

制
度
と
そ
れ
と
を
同
列
に
扱
う
の
は
適
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
形
式
的
に
は
、
い
っ
た
ん
長
男
の
も
と
に
遺
産
全
部
が
落
ち
着
く
も

の
の
、
そ
の
実
質
は
、
次
男
以
下
の
具
体
的
な
棺
続
分
が
開
明
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
は
共
同
相
続
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
、
前
一
戸
主
の
遺
産
に
つ
き
、
長
男
の
独
占
的
な
使
用
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
右
最
高
裁
判
決
も
再

検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
事
件
は
、
所
在
不
明
の
一
戸
主
相
続
人
に
対
し
て
下
さ
れ
た
判
決
に
基
づ
い
て
戸
主
棺

続
人
が
棺
続
し
た
と
さ
れ
る
遺
産
に
対
し
強
制
執
符
を
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
弟
が
執
行
の
排
掠
を
求
め
て
第
三
者
異
議
の
訴

を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
判
冒
は
、
弟
は
当
該
遺
産
に
対
し
て
権
利
を
有
し
て
い
な
い
と
し
て
異
議
の
訴
を
排
除
し
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
に
共
同
相
続
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
、
当
時
の
慣
習
に
つ
い
て
は
韓
国
国
内
に
お
い

て
も
朝
鮮
総
督
府
が
ま
と
め
た
「
慣
習
調
査
報
告
書
」
の
記
述
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
右
「
慣
習
調
査
報
告
書
」
の
内

容
に
つ
い
て
は
日
本
法
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
す
る
批
判
が
あ
る
こ
と
、
等
か
ら
す
る
と
、
共
同
相
続
の
実
質
を
確
保
し
え
な
く
な

(
時
)

る
右
最
高
裁
判
決
に
は
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
向
判
決
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
厳
し
く
批
判
す
る
判
例
評
釈
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
。



3 

出
慣
習
法
時
代
の
遺
一
一
一
一
口
制
度

遺
言
制
度
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
お
く
と
、
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
は
遺
言
制
度
も
古
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

が
、
か
つ
て
は
、
父
母
が
子
に
対
し
て
、
祖
父
母
あ
る
い
は
外
相
父
母
が
孫
に
対
し
て
用
い
る
の
み
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
家
産
は
子
孫

に
継
承
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
遺
言
の
自
由
に
一
定
の
制
限
が
加
え
ら
れ
、
そ
れ
に
反
す
る
遺
一
言
は
無

効
と
さ
れ
て
い
た
。
関
え
ば
、
血
族
以
外
の
者
に
財
産
を
与
え
た
場
合
、
家
の
継
承
者
で
あ
る
嫡
出
子
た
る
長
男
よ
り
も
非
嫡
出
子
の

庶
子
に
多
く
の
財
産
を
与
え
た
場
合
な
ど
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
血
族
関
係
の
な
い
者
に
財
産
を
承
継
さ
せ
よ
う
と

そ
の
者
を
相
続
人
に
す
べ
く
遺
書
に
よ
っ
て
養
子
縁
組
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
地
方
、
遺
言
が
血
族
相
続
人
に
対
す
る
財

す
れ
ば
、

産
の
分
配
の
問
題
に
限
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
遺
留
分
制
度
の
発
達
す
る
余
地
が
な
く
、
長
い
間
、

と
も
い
わ
れ
て
い
問
。

そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

韓国相続法上の若干の問題

問
罷
習
法
時
代
に
入
り
、
遺
一
一
一
一
口
能
力
を
有
す
る
者
は
誰
も
が
遺
書
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
遺
留
分
制
制
度
に

つ
い
て
は
、
従
来
陪
様
、
否
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
結
果
的
に
遺
言
の
自
由
が
き
わ
め
て
広
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、

「
若
し
被
相
続
人
が
相
続
財
産
の
全
部
を
他
人
に
贈
与
し
又
は
遺
言
等
に
よ
り
自
由
処
分
を
為
す
と
雄
も
、
相
続
人
は
其
の
処
分
行
為

に
対
し
取
消
、
減
殺
其
の
他
如
何
な
る
処
震
を
も
為
す
こ
と
を
得
ず
」
と
さ
れ
て
い
(
問
。
ま
た
、
李
朝
時
代
と
異
な
り
、
遺
一
言
に
一
定

の
方
式
を
要
求
す
る
こ
と
も
な
く
、
関
え
ば
口
述
の
遺
一
一
一
一
口
で
も
よ
い
と
さ
れ
、
遺
一
一
一
一
口
者
の
真
意
の
表
示
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
れ
ば
す
べ

て
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。

な
お
、

一
九
六

O
年
か
ら
施
行
さ
れ
た
韓
国
民
法
に
お
い
て
、
遺
言
は
要
式
行
為
に
一
反
さ
れ
た
。

7 
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現
行
の
相
続
制
度

成
立
当
時
の
韓
国
相
続
法
は
、
戸
主
た
る
地
位
を
包
括
的
に
承
継
す
る
戸
主
栢
続
と
男
子
が
優
遇
さ
れ
た
財
産
椙
続
の
二
種
類
の
相

続
制
度
を
採
用
し
て
い
た
。
し
か
し
、
戸
主
椙
続
制
度
は
、
一
九
九

O
年
の
民
法
改
正
に
よ
り
一
戸
主
承
継
制
度
に
変
更
さ
れ
、
長
男
子

(
幻
)

が
必
ず
戸
主
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
制
相
続
制
度
な
ど
も
廃
止
さ
れ
た
。
他
方
、
財
産
相
続
制
度
に
つ
い
て
も
、
民
法

(
鈴
)

の
一
九
七
七
年
改
正
と
一
九
九

O
年
改
正
に
よ
り
、
男
子
優
先
の
内
容
が
両
性
平
等
の
観
点
か
ら
大
き
く
改
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
に
よ

り
、
内
容
的
に
は
わ
が
国
相
続
法
と
の
棺
違
は
従
来
に
く
ら
べ
小
さ
く
な
っ
て
い
る
が
、
以
下
で
は
、
わ
が
国
相
続
法
と
異
な
る
部
分

を
中
心
に
韓
国
相
続
法
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

l 

相

続

人

韓
国
民
法
一

0
0
0条
一
項
は
、
第
一
一
順
位
の
棺
続
人
と
し
て
「
被
相
続
人
の
直
系
卑
属
」
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
開
条
二
項

で
、
開
願
位
の
相
続
人
が
複
数
い
る
場
合
に
は
最
近
親
優
先
の
原
則
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
の
民
法
八
八
七
条

一
項
は
、
第
一
願
位
の
相
続
人
を
「
被
棺
続
人
の
子
」
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
被
棺
続
人
の
子
が
最
も
罷
先
的
に
相
続
人

に
な
る
点
は
、
開
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
被
相
続
人
の
子
が
被
相
続
人
よ
り
先
に
死
亡
し
て
い
て
そ
の
孫
が
い
る
場
合
、
両
国
の
規
定

で
は
多
少
違
い
が
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
の
民
法
で
は
、
第
一
順
位
の
相
続
人
は
γ

ず
で
あ
る
の
で
、
こ
の
場
合
、
孫
は
あ

く
ま
で
子
の
代
襲
相
続
人
と
し
て
相
続
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
韓
国
法
に
よ
れ
ば
、
第
一
順
位
の
相
続
人
は
被
相
続
人

の
直
系
卑
属
で
あ
る
か
ら
、
孫
も
被
相
続
人
の
直
系
卑
属
と
し
て
田
有
の
相
続
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
韓
国
法
上

も
、
子
が
複
数
い
て
一
部
の
子
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
死
亡
し
た
子
の
子
(
す
な
わ
ち
被
相
続
人
の
孫
)
は
代
襲
相
続
人
と
し
て



被
相
続
人
の
財
産
を
相
続
す
る
こ
と
に
な
る
(
韓
国
民
法
一

O
O
一
条
)
。
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
れ
ば
、
日
本
法
に
よ
る
処
理
と
何
ら
変

わ
る
こ
と
が
な
い
。
問
題
は
、
被
棺
続
人
の
子
全
員
が
被
相
続
人
よ
り
も
早
く
死
亡
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
孫
が
閤
有
の
相
続
権
を

根
拠
に
相
続
す
る
場
合
、
彼
ら
孫
た
ち
は
間
願
位
相
続
人
と
な
り
、
均
分
で
相
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
代
襲
棺
続
の
場
合
、
あ
く
ま
で

被
代
襲
者
の
相
続
分
を
擾
数
の
代
襲
者
が
そ
の
間
の
棺
続
分
に
応
じ
て
相
続
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
韓
国
の
棺
続
で
は
、
被
相
続
人

の
子
が
全
員
死
亡
し
て
い
る
か
、
一
部
の
子
の
み
が
死
亡
し
て
い
る
か
に
よ
り
、
そ
の
下
の
世
代
で
あ
る
孫
た
ち
の
異
体
的
な
相
続
分

が
異
な
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
現
行
の
条
文
を
前
提
に
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
解
さ
、
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
う
し
た
処
理
が
妥
当
な

も
の
か
否
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

な
お
、
韓
国
の
代
襲
相
続
で
は
、
わ
が
国
と
異
な
り
、
代
襲
相
続
人
は
被
相
続
人
の
卑
属
で
あ
る
必
要
は
な
く
被
代
襲
者
の
直
系
卑

条
参
照
)
。
さ
ら
に
ま
た
、
被
代
襲
者
の
配
偶
者
に
も
代
襲
相
続
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
点
(
同

属
で
あ
れ
ば
よ
い
(
韓
国
民
法
一

0
0

一
O
O
二
一
条
二
項
)
も
わ
が
国
と
異
な
る
。

2 

「
蕗
除
」
制
度
に
つ
い
て

韓国相続法上の若干の問題

相
続
人
廃
除
制
度
も
、
わ
が
国
と
異
な
り
、
韓
国
で
は
一
貫
し
て
認
め
ら
れ
て
き
て
い
な
い
。
従
来
か
ら
そ
う
し
た
慣
習
が
な
い
と

(
お
)

と
も
に
、
現
行
法
上
も
そ
れ
に
関
す
る
規
定
が
な
い
。
実
質
的
に
は
、
か
つ
て
は
遺
留
分
制
度
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
遺
言
で
そ
の
相

続
分
を
ゼ
ロ
に
す
れ
ば
向
じ
効
果
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
特
に
そ
う
し
た
制
度
は
必
要
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ

ろ
う
。
そ
う
し
た
現
実
的
な
判
断
も
影
響
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
る
が
、
次
の
よ
う
な
側
面
も
無
視
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
韓
国
の
缶
統
的
な
家
族
制
度
は
、
一
一
言
で
い
え
ば
男
系
血
統
に
基
づ
い
た
祖
先
祭
砲
を
中
心
と
し
た
家
族
制
度
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
韓
国
に
は
そ
う
し
た
理
念
に
基
づ
い
た
種
々
の
ル
ー
ル
が
従
来
か
ら
存
在
し
て
き
た
。
一
九
九

O
年
の
民
法
改
正
前
の
戸

主
相
続
に
お
い
て
、
祖
先
祭
配
を
欠
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
の
も
と
、
そ
の
、
五
宰
者
た
る
戸
主
の
地
位
に
つ
き
相
続
強
制
主

9 
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義
が
と
ら
れ
、
長
男
は
一
戸
主
相
続
権
を
放
棄
す
る
こ
と
も
、
分
家
を
す
る
こ
と
も
、
家
を
去
る
こ
と
も
、
さ
ら
に
は
他
家
の
養
子
に
な

る
こ
と
も
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
、
被
相
続
人
が
長
男
の
推
定
戸
主
相
続
人
の
地
位
を
魔
除
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
結

局
、
長
男
は
、
必
ず
そ
の
家
の
一
戸
主
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
当
事
者
の
意
思
よ
り
も
一
族
内
の
秩
序
に
関
す
る
ル

l
ル
を

(
幻
)

重
規
し
、
秩
序
の
維
持
に
つ
と
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
韓
国
の
伝
統
的
な
相
続
制
度
の
根
幹
を
な
す
祭
記
相
続
や
一
戸
、
五
相

続
に
お
け
る
そ
う
し
た
考
え
方
は
、
財
産
相
続
に
お
い
て
も
同
様
に
当
て
は
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
一
部
の
子
に
椙
続
財

産
を
相
続
さ
せ
た
く
な
い
と
い
う
被
相
続
人
の
意
思
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
一
族
を
支
配
、
統
率
す
る
ル
ー
ル
を
無
視
す
る
一
行
為

は
、
一
族
の
秩
序
維
持
の
観
点
か
ら
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
相
続
に
つ
き
廃
除
髄
度
が

形
成
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

3 

椙

続

分

わ
が
国
の
相
続
法
が
、
配
偶
者
相
続
分
を
相
続
財
産
全
体
に
対
す
る
割
合
で
示
す
の
に
対
し
(
九
O
O条
)
、
韓
国
相
続
法
は
そ
れ
を

血
族
栢
続
人
の
相
続
分
の
五
割
増
と
い
う
形
で
示
し
て
い
る
(
一

O
O九
条
一
一
項
)
。
こ
の
た
め
、
血
族
椙
続
人
の
一
人
が
相
続
放
棄
を

し
た
場
合
に
、
そ
の
放
棄
分
の
帰
属
に
つ
き
、
日
韓
両
国
で
若
干
の
違
い
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。

相
続
放
棄
の
効
果
に
つ
き
日
本
民
法
は
、
放
棄
者
は
「
初
か
ら
相
続
人
と
な
ら
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
」
(
九
三
九
条
)
と
す
る
。

こ
の
規
定
は
昭
和
三
七
年
改
正
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
韓
関
民
法
に
は
こ
の
よ
う
な
規
定
が
な
く
、
一

O
四
二
、
四
三

条
が
放
棄
の
効
果
は
相
続
開
始
の
時
に
遡
り
、
放
棄
者
の
相
続
分
は
「
他
の
相
続
人
」
へ
各
自
の
相
続
分
に
応
じ
て
担
分
帰
属
す
る
旨

を
定
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
の
し
か
た
は
、
昭
和
三
七
年
改
正
以
前
の
わ
が
国
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
当
時
わ
が
国
で
は
、

こ
う
し
た
状
況
下
で
血
族
相
続
人
の
放
棄
相
続
分
が
配
偶
者
に
も
帰
属
す
る
か
杏
か
に
つ
い
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
た
。
条
文
が
単
に

「
他
の
相
続
人
」
と
す
る
の
み
で
何
ら
制
限
を
加
え
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
放
棄
相
続
分
は
配
偶
者
に
も
婦
属
す
る
と
す
る
見
解
と
、



血
族
相
続
人
の
相
続
分
と
配
偶
相
続
人
の
相
続
分
は
初
め
か
ら
こ
つ
に
分
か
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
、
血
族
相
続
人
の
放
棄
相
続
分
は

(
お
)

決
し
て
配
偶
者
の
方
へ
は
流
れ
込
ま
な
い
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
株
わ
け
理
論
」
の
考
え
方
の
こ
つ
で
あ
る
。
わ
が
関
の
現
行
法
は
、

結
果
に
お
い
て
後
者
の
考
え
方
を
採
用
し
た
の
と
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

韓
国
に
お
い
て
も
、
韓
国
民
法
一

O
四
一
一
一
条
の
定
め
る
「
他
の
相
続
人
」
の
範
囲
に
つ
い
て
見
解
の
対
立
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、

二
人
の
子

(
A
、
B
)
と
妻
を
残
し
て
死
亡
し
た
被
相
続
人
の
賭
産
が
七
、

0
0
0万
円
で
あ
っ
た
と
す
る
。
通
常
の
法
定
相
続
に
よ
れ

ば
、
配
偶
者
は
子
の
椙
続
分
の
五
割
増
で
あ
る
の
で
、
配
偶
者
一
二
、

0
0
0万
円
、
二
人
の
子
が
そ
れ
ぞ
れ
二
、

0
0
0万
円
と
な
る
。

そ
し
て
、
ニ
人
の
子
の
う
ち
A
が
相
続
放
棄
を
し
た
場
合
、
「
他
の
相
続
人
」
の
中
に
配
偶
者
を
含
め
な
い
考
え
方
、
い
わ
ゆ
る
「
株

わ
け
理
論
」
の
考
え
方
を
前
提
に
す
れ
ば
、
放
棄
さ
れ
た
一
一
、

0
0
0万
円
は

B
に
帰
属
し
、
配
偶
者
一
一
一
、

0
0
0万
円
、

B
回、

0
0

0
万
円
と
な
る
。
こ
の
結
論
は
、
配
偶
者
棺
続
分
を
血
族
相
続
人
の
五
割
増
と
す
る
一

O
O九
条
の
趣
旨
に
抵
触
す
る
こ
と
に
な
る
。

韓国相続法上の宕干の問題

こ
れ
に
対
し
て
、
「
他
の
相
続
人
」
に
配
偶
者
を
含
め
る
考
え
方
に
た
て
ば
、

A
が
放
棄
し
た
二
、

0
0
0万
円
は
、
一
・
五
対
一
と
い

う
割
合
に
よ
り
配
偶
者
に
一
、
二

O
O万
円
、

B
に
八

O
O万
円
そ
れ
ぞ
れ
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
結
局
、
配
偶
者
は
四
、
二

O
O万

円、

B
は
一
一
、
八

O
O万
円
を
そ
れ
ぞ
れ
梧
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
一

O
O九
条
の
条
文
通
り
の
結
論
が
実
現
で
き
る
。

「
株
分
け
理
論
」
を
採
用
す
る
と
本
来
の
法
定
相
続
分
と
矛
盾
し
、
「
株
分
け
理
論
」
を
採
用
し
な
い
と
本
来
の
法
定
椙
続
分
と
一
致
す

る
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
の
わ
が
国
の
議
論
と
ち
ょ
う
ど
逆
の
形
に
な
る
。
こ
れ
は
、
記
偶
者
相
続
分
に
つ
き
、
日
韓
両
国
の
栢
続
法

の
規
定
の
し
か
た
の
違
い
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
結
論
的
に
は
、
「
他
の
棺
続
人
」
に
配
偶
者
も
含
め
る
見

解
が
、
現
在
の
韓
国
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
有
力
で
あ
る
と
い
え
的
。
こ
の
点
に
関
す
る
判
併
の
考
え
方
は
、

っ
て
い
な
い
。

い
ま
だ
明
ら
か
に
な

11 



12 

4 

保
証
債
務
の
相
続
性

(
ぬ
)

相
続
債
務
に
つ
い
て
は
、
相
続
人
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
債
務
な
ら
私
法
上
の
債
務
も
公
法
上
の
農
務
も
含
ま
れ
る
。
そ
の
相
続

債
務
に
お
い
て
、
被
相
続
人
が
負
担
し
た
保
証
債
務
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
か
で
あ
る
が
、
保
証
債
務
の
種
類
に
よ
っ
て
そ

の
取
扱
が
異
な
っ
て
い
る
。

消
費
貸
借
上
あ
る
い
は
賃
貸
借
上
の
債
務
の
よ
う
な
通
常
の
債
務
に
対
す
る
保
証
債
務
に
は
棺
続
性
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
身

元
保
証
に
つ
い
て
は
、
韓
国
身
元
保
証
法
七
条
が
身
元
保
証
契
約
は
身
元
保
証
人
の
死
亡
に
よ
り
そ
の
効
力
を
失
う
と
規
定
し
て
い
る

た
め
、
同
契
約
上
の
地
位
は
身
元
保
証
人
の
死
亡
に
よ
っ
て
も
棺
続
人
に
相
続
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、
身
元
保
証
人
が
死
亡

す
る
以
前
に
身
元
保
証
契
約
に
よ
り
す
で
に
生
じ
た
保
証
債
務
は
相
続
人
に
相
続
さ
れ
る
(
大
法
院
判
決

七
四
七
号
)
。
包
括
的
な
信
用
保
証
の
よ
う
な
そ
の
内
容
が
不
確
定
な
継
続
的
保
証
債
務
は
、
身
元
保
証
と
同
様
、
相
続
さ
れ
な
い
と
さ

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
倍
用
保
証
で
は
責
任
範
囲
が
広
範
屈
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
椙
互
の
信
頼
関
係
を
も
と
に
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
逆
に
、
限
度
額
が
定
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば
、
そ
の
相
続
性
が
肯
定
さ
れ
う
る
。
連
帯

保
証
は
そ
の
範
囲
と
内
容
が
確
定
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
も
相
続
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
(
初
。

九
七
二
年
二
月
二
九
日
七
一
斗
二

四

現
行
の
遺
一
一
一
一
口
制
度

前
述
し
た
よ
う
に
、
韓
国
の
遺
言
制
度
で
は
、
伝
統
的
に
は
、
被
相
続
人
に
よ
る
自
由
な
処
分
が
さ
ほ
ど
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
が
、
日
本
統
治
時
代
以
降
は
遺
言
の
自
由
に
対
す
る
制
約
が
か
な
り
解
消
さ
れ
、
一
方
で
は
遺
留
分
制
度
が
一
九
七

七
年
の
民
法
改
正
ま
で
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
結
果
的
に
は
、
そ
の
改
正
ま
で
、
法
制
度
と
し
て
は
遺
言
の
自
由
が
広
く
認



め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
韓
国
民
法
が
成
立
し
た
直
後
(
施
行
前
)
に
出
版
さ
れ
た
韓
国
家
族
法
の
最
初
の
体
系
書
で
あ
る
鄭
光

舘
「
新
親
族
相
績
法
要
論
』
一
一
二
六
頁
以
下
は
、
成
立
し
た
ば
か
り
の
新
棺
続
法
の
特
徴
と
し
て
、
一
戸
主
相
続
の
強
制
、
支
義
と
並
ん
で

財
産
棺
続
上
の
遺
言
絶
対
尊
重
主
義
を
あ
げ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
結
果
と
し
て
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
あ

り
、
相
続
制
度
に
対
す
る
韓
国
の
伝
統
的
な
考
え
方
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
個
人
の
意
思
よ
り
も
全
体
の
秩
序
ル
ー
ル
を
優
先
さ
せ

る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
行
民
法
立
法
当
時
は
、
遺
書
者
に
使
利
な
遺
言
制
度
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
が
、
現
実
の
韓
国
社
会
で
は
、
遺
一
一
言
制
度
は
あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
い
な
い
。

l 

遺
書
能
力
お
よ
び
遺
言
事
項

韓
国
民
法
一

O
六
一
条
は
、
「
満
一
七
歳
に
達
し
な
い
者
は
、
遺
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
遺

言
が
一
種
の
意
思
表
示
で
あ
る
と
す
る
以
上
、
当
然
意
思
能
力
の
存
在
を
前
提
に
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
向
条
は
、
満
一
七
歳
に

達
し
て
お
り
か
つ
意
思
能
力
の
有
す
る
者
で
あ
れ
ば
、
遺
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
韓
国
民
法
も
意
思
能
力
に

韓国相続法上の若干の問題

関
し
て
は
特
に
明
文
の
規
定
を
置
い
て
い
な
い
た
め
、
意
思
能
力
の
有
無
の
判
断
は
、
個
々
の
具
体
的
な
法
律
行
為
に
関
し
て
個
別
に

判
断
す
る
ほ
か
な
い
が
、
一
般
的
に
は
、
学
説
は
、
満
七
歳
程
度
の
通
常
人
の
知
能
を
意
思
能
力
有
無
の
基
準
に
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
遺
言
能
力
に
関
連
し
て
藍
接
的
に
こ
の
点
を
判
示
し
た
先
併
は
見
あ
た
ら
な
い
。

韓
国
法
上
も
、
遺
一
吉
田
事
項
は
法
定
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。
民
法
が
認
め
て
い
る
遺
言
事
項
と
し
て
は
、
財
盟
法
人
の
設
立
(
四

七
条
二
項
)
、
嬬
出
否
認
(
八
五
O
条
)
、
認
知
(
八
五
九
条
二
項
)
、
後
見
人
の
指
定
(
九
一
一
一
一
条
)
、
相
続
財
産
の
分
割
方
法
の
指
定
ま
た
は

委
託
(
一

O
九
一
一
一
条
)
、
相
続
財
産
の
分
割
禁
止
(
一

O
一
一
一
条
後
段
)
、
遺
書
執
行
者
の
指
定
ま
た
は
委
託
(
一

O
九
三
条
)
、
遺
贈
(
一

O
七

四
条
以
下
)
等
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
該
当
し
な
い
内
容
の
遺
言
は
無
効
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
{
却
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

韓
国
法
に
は
相
続
人
廃
除
の
制
度
が
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
遺
言
に
相
続
人
廃
除
の
記
載
を
し
て
も
そ
れ
は
韓
国
法
が
定

13 
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め
る
遺
一
一
言
事
項
に
該
当
し
な
い
た
め
、
無
効
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
無
効
な
記
述
を
前
提
と
す
る
処
分
な
い
し
遺
言
事
項
も
、
当
然
、

そ
の
効
力
は
否
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
関
連
し
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
遺
骨
一
口
に
は
そ
も
そ
も
種
々
の
遺
一
一
一
一
口
事
項
を
含
み
う
る

と
い
う
構
造
か
ら
し
て
、
別
異
に
考
え
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
個
々
の
遺
一
言
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
文
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
効

力
を
発
生
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
暇
庇
が
遺
言
全
体
に
か
か
わ
る
も
の
で
な
い
限
り
、
そ
の
効
力
発
生
は
個
別
に

検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
廃
除
の
記
述
部
分
は
無
効
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
遺
一
首
全
体
を
無
効
と
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ

〉フ。

2 

遺

の
方
式

韓
国
民
法
一

O
六
八
条
に
定
め
る
公
正
証
書
遺
一
一
一
一
口
の
要
件
と
し
て
は
、
①
証
人
二
人
が
参
与
し
て
い
る
こ
と
、
②
遺
言
者
が
公
証

人
の
面
前
で
遺
一
言
の
趣
旨
を
口
授
す
る
こ
と
、
③
公
証
人
が
遺
一
言
者
の
口
述
を
筆
記
し
、
こ
れ
を
遺
一
言
者
と
証
人
の
前
で
朗
読
す
る

こ
と
、
④
遺
言
者
と
証
人
は
、
筆
記
が
正
確
で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
た
後
、
各
自
署
名
ま
た
は
記
名
捺
印
す
る
こ
と
、
以
上
の
四
要

件
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
参
与
と
は
、
遺
言
者
本
人
に
間
違
い
な
い
こ
と
、
遺
一
一
一
一
口
者
の
精
神
状
態
が
確
か
な
こ
と
、
作
成
さ
れ
た
遺
書
証
書
が
真
実

に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
公
証
人
の
職
権
乱
用
を
防
止
す
る
た
め
の
「
参
与
」
で

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
初
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
趣
旨
は
、
わ
が
罰
法
九
六
九
条
が
定
め
る
「
証
人
の
立
会
」
と
同
趣
旨
の
も
の
で
あ
る

と
い
え
る
。

第
二
の
「
遺
言
者
が
公
証
人
の
面
前
で
遺
骨
一
口
の
趣
旨
を
口
授
す
る
こ
と
」
と
い
う
要
件
の
中
の
「
口
授
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
言
語

で
陳
述
す
る
こ
と
を
い
い
、
挙
動
で
遺
一
言
の
内
容
を
示
す
こ
と
で
は
な
い
が
、
文
書
を
作
成
し
て
お
い
て
、
そ
れ
を
公
証
人
に
見
せ
朗

{
幻
)

読
し
て
も
ら
う
こ
と
は
構
わ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
韓
国
の
最
高
裁
た
る
大
法
院
は
、
医
師
が
患
者
に
対
し
「
私
は
産
者
か

と
尋



ね
た
と
き
に
一
言
葉
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
ず
た
だ
頭
を
動
か
し
て
う
な
ず
く
程
度
で
、
一
医
学
的
に
は
噌
眠
性
精
神
状
態
に
あ
る
と
さ

れ
、
ま
た
、
入
院
中
、
霞
師
、
看
護
婦
、
そ
の
他
家
族
と
対
話
を
し
た
日
が
な
い
よ
う
な
状
態
の
も
と
で
、
遺
書
内
容
を
遺
言
者
の
傍

ら
に
い
た
親
族
の
一
人
が
公
証
人
に
話
を
し
、
公
証
人
が
遺
一
一
一
一
口
者
に
そ
の
趣
旨
を
話
し
「
そ
う
で
す
か
?
」
と
尋
ね
、
遺
書
者
は
言
葉

を
発
せ
ず
頭
を
上
下
に
し
て
う
な
ず
き
、
公
証
人
の
事
務
員
が
筆
記
し
た
そ
の
内
容
を
公
証
人
が
朗
読
し
た
と
い
う
方
式
で
作
成
し
た

遺
骨
一
口
に
つ
き
、
「
本
件
遺
一
一
z

口
は
、
遺
言
者
が
公
証
人
に
口
授
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
は
で
き
ず
無
効
で
あ
る
」
と
判
示
し

た
ケ
ー
ス
が
あ
る
(
大
法
院
判
決
一
九
八
O
年
一
一
一
月
二
一
一
一
日
八
O
口
二
八
号
)
。
学
説
も
、
「
遺
言
者
が
、
疾
病
の
た
め
言
語
の
明
瞭
を
欠
き
、

公
証
人
の
質
問
に
対
し
て
一
言
語
で
回
答
せ
ず
か
ろ
う
じ
て
挙
動
で
意
思
を
表
す
よ
う
な
場
合
に
は
、
口
授
し
た
と
は
い
え
な
い
」
、
あ

る
い
は
「
遺
言
者
の
自
由
な
意
思
の
表
現
の
た
め
〔
の
制
度
〕
で
あ
る
か
ら
遺
言
者
が
前
も
っ
て
作
成
し
た
書
面
を
科
用
し
で
も
差
支

え
な
い
。
し
か
し
そ
の
内
容
の
確
認
の
た
め
に
遺
言
者
に
よ
る
朗
読
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
見
解
は
、
口
授
と
い
え
る
た
め
に
は
遺
言
者
本
人
の
何
ら
か
の
言
葉
に
よ
る
意
思
表
明
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遺
一
一
百
の
内
容
が
間
違
い
な
く
遺
一
一
言
者
の
意
思
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ

韓国相続法上の若干の問題

ろ
h

つ。

3 

「
栢
続
さ
せ
る
」
冒
の
遺
書

15 

現
在
の
韓
国
に
お
い
て
、
特
定
の
財
産
を
特
定
の
相
続
人
に
「
相
続
さ
せ
る
」
旨
の
遺
言
が

は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
言
及
す
る
判
例
も
見
あ
た
ら
ず
、
ま
た
お
も
だ
っ
た
概
説
書
に
お
い
て
も
こ
れ
を
論
じ

て
い
る
も
の
は
な
い
。
わ
が
閣
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
趣
旨
の
遺
言
が
登
場
し
て
き
た
背
景
に
は
、
相
続
に
よ
る
場
合
の
不
動
産
登
記

の
登
録
免
許
税
と
遺
贈
に
よ
る
場
合
の
そ
れ
と
が
、
額
に
お
い
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
な
ど
、
当
事
者
に
と
っ
て
栢
続
を
根
拠
と
す

る
方
が
便
宜
か
っ
廉
価
で
あ
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
韓
国
に
お
い
て
も
同
様
の
事
情
が
存
在
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
趣
旨
の
遺
言
の
和

般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
遺
一
一
一
一
口
に
用
い
る
用
語
に
つ
き
民
法
は
特
に
制
限
を
設
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
韓
国

法
上
も
「
栢
続
さ
せ
る
」
と
い
う
用
語
を
遺
言
に
用
い
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。

用
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

で
は
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
遺
言
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
韓
国
法
上
ど
の
よ
う
な
効
力
を
有
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
わ
が
国
で
は
、

こ
う
し
た
趣
旨
の
遺
言
に
つ
い
て
は
、
遺
産
分
割
方
法
指
定
説
、
遺
贈
説
、
遺
産
分
割
処
分
説
、
遺
産
分
割
効
果
説
な
ど
種
々
の
見
解

が
主
張
さ
れ
て
き
た
。
最
高
裁
は
、
平
成
一
一
一
年
四
月
一
九
日
民
集
四
五
巻
四
号
四
七
七
頁
判
決
で
、
特
定
の
遺
産
を
特
定
の
相
続
人
に

「
栢
続
さ
せ
る
」
趣
旨
の
遺
言
者
の
意
思
は
、
当
該
遺
産
を
当
該
相
続
人
に
単
独
で
椙
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
趣
旨
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、

特
段
の
事
情
の
な
い
眼
り
遺
婚
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
、
さ
ら
に
は
分
割
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
被
相
続
人
死
亡
時
に
直
ち
に
当

該
遺
産
が
当
該
相
続
人
に
承
継
さ
れ
る
と
し
て
、
遺
産
分
説
効
果
説
を
採
用
し
た
。
ま
た
、
遺
産
分
割
効
果
説
の
中
で
は
、
当
該
遺
産

の
価
額
が
当
該
相
続
人
の
法
定
相
続
分
を
超
え
る
場
合
に
は
、
相
続
分
の
指
定
を
含
む
遺
産
分
割
方
法
の
指
定
と
解
す
べ
き
と
す
る
見

解
が
有
力
で
あ
る
。

韓
国
民
法
は
、

一
O
一
二
条
に
お
い
て
遺
書
に
よ
る
分
割
方
法
の
指
定
を
認
め
て
い
る
が
、
わ
が
民
法
九

O
一
一
条
の
よ
う
な
遺
言
に

よ
り
相
続
分
を
指
定
す
る
条
文
を
有
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
韓
国
法
上
は
、
「
相
続
さ
せ
る
」
旨
の
遺
言
を
相
続
分
の
指
定
を

含
む
遺
産
分
割
方
法
の
指
定
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
か
否
か
が
問
題
と
な
り
う
る
。
明
文
規
定
が
な
い
こ
と
を
根
拠
に
、
韓
国
に
は
、

(
必
)

指
定
相
続
分
の
制
度
は
存
悲
し
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
伝
統
的
な
韓
国
の
栢
続
制
度
で
は
、
法
定
相
続
が
原
別
で
あ
っ
た
と
い
う

考
え
方
が
そ
の
背
後
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
「
相
続
さ
せ
る
」
旨
の
遺
一
言
で
法
定
相
続
分
を
超

え
る
額
を
指
定
し
た
場
合
に
は
、
遺
贈
と
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
韓
国
の
通
説
は
、
明
文
規
定
は
な
い
が
相
続
分

の
指
定
制
度
の
存
在
を
当
然
視
し
、
具
体
的
に
は
、
遺
婚
の
方
法
に
よ
っ
て
棺
続
分
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
語
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
通
説
を
前
提
に
す
れ
ば
、
韓
国
法
上
も
「
相
続
さ
せ
る
」
旨
の
遺
一
一
口
口
を
、
相
続
分
の
指
定
を
含
め
た
遺
産
分
割

方
法
の
指
定
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。



な
お
、
こ
の
点
を
論
じ
た
韓
屈
判
例
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
ま
だ
見
あ
た
ら
な
い
。

4 

遺
留
分
減
殺
制
度

韓
国
の
遺
留
分
制
度
は
、

一
九
七
七
年
の
民
法
改
正
の
際
に
設
け
ら
れ
て
以
来
す
で
に
一
五
年
以
上
を
経
過
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に

九
九

O
年
ま
で
の
大
法
院
判
併
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
韓
関
の
代
表
的
な
判
傍
集
に
も
、
遺

留
分
に
関
す
る
判
例
が
全
く
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
遺
留
分
に
関
し
て
現
実
社
会
で
生
起
し
て
い
る
問
題

の
検
討
は
ま
だ
こ
れ
か
ら
始
ま
る
段
階
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

関
す
る
公
表
判
例
は
き
わ
め
て
少
な
い
。

車産問相続法上の若干の問題

そ
れ
は
と
も
か
く
、
韓
国
に
お
い
て
も
、
遺
留
分
返
還
請
求
権
の
法
的
性
質
は
、
形
成
権
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
通
説
的
理
解
で

あ
目
。
こ
う
し
た
理
解
を
前
提
と
す
れ
ば
、
開
請
求
権
が
行
使
さ
れ
れ
ば
遺
留
分
を
捜
害
し
て
い
る
範
囲
で
遺
贈
な
い
し
贈
与
の
効
力

が
喪
失
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
目
的
物
は
当
然
に
遺
留
分
権
利
者
に
復
帰
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
で
は
受
遺
者
と
遺
留
分
権

利
者
の
間
に
共
有
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
目
的
物
が
債
権
の
場
合
に
は
、
準
共
有
関
係

が
成
立
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
、
遺
留
分
返
還
請
求
権
の
目
的
物
が
不
可
分
で
そ
の
一
部
に
つ
い
て
返
還
請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
に
関
し
て
、
韓
国
を
代
表
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の
よ
う
な
場
合
に
は
、
相
手
方
と
遺
留
分
権
利
者
と
の
共
有
関
係
を
成
立
さ
せ
る
方

法
が
考
え
ら
れ
う
る
」
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
り
、
地
方
で
、
同
教
授
は
、
「
目
的
物
が
特
定
物
の
場
合
に
は
、
贈
与
を
受
け
た
者
は
所

有
権
を
遺
留
分
権
利
者
に
移
転
す
る
債
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
直
ち
に
共
有
関
係
が
発
生
し
な
い
こ
と
を
前
提

に
し
た
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
釜
山
大
学
の
金
容
旭
教
授
は
、
遺
留
分
返
還
請
求
の
方
法
に
つ
き
「
目
的
物
が
不
可
分
な
場
合

に
は
、
共
同
所
有
に
さ
せ
る
か
、
換
樋
し
て
そ
の
価
額
を
返
還
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
(
日
。
な
お
、
韓
閣
法
に
は
、
わ

が
民
法
一

O
四
一
条
の
よ
う
な
価
額
に
よ
る
弁
欝
を
定
め
た
明
文
規
定
は
存
在
し
な
い
。

す
る
家
族
法
学
者
で
あ
る
金
轄
沫
教
授
は
、
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目
的
物
が
特
定
物
な
い
し
不
可
分
の
場
合
の
議
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
韓
国
法
上
、
遺
留
分
返
還
請
求
権
の
行
使
に
よ
り
岩
狭
山

に
目
的
物
の
所
有
権
が
遺
留
分
権
利
者
に
復
帰
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
韓
国
の
学
説
も
遺
留
分
返
還

請
求
権
を
形
成
権
と
解
し
て
い
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
自
的
物
の
所
有
権
が
当
然
に
遺
留
分
権
利
者
に
復
帰
す
る
と

解
す
る
い
わ
ゆ
る
物
権
的
な
形
成
権
説
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
所
有
権
は
当
然
に
は
復
帰
せ
ず
、
侵
害
行
為
の
相
手
方
に
巨
的
物
の

返
還
義
務
を
負
わ
せ
る
に
と
ど
ま
る
い
わ
ゆ
る
債
権
的
な
形
成
権
説
な
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
判
闘
間
も
な
く
、
現
状
で
は

こ
の
点
に
関
す
る
韓
関
法
の
態
度
を
断
定
す
る
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

五

む
す
び
に
か
え
て

そ
も
そ
も
相
続
事
件
の
数
が
非
常
に
少
な
い
。
「
一
九
七
九
年
か
ら
一
九
八
八
年
に
か
け
て
の
第
一
審
法
院
に
接
受
さ

れ
た
相
続
財
産
分
訴
の
調
停
申
請
件
数
は
一
四

O
件
で
そ
れ
も
、
王
に
ソ
ウ
ル
の
家
庭
法
院
に
集
中
し
て
お
り
、
相
続
回
復
と
相
続
権
争

訟
中
の
財
産
管
理
に
関
す
る
処
分
の
審
判
請
求
件
数
も
一
ニ
八
件
で
あ
り
、
結
局
一

0
年
間
〔
で
〕
法
廷
に
も
た
ら
さ
れ
た
相
続
争
い
は

総
計
二
六
八
件
し
か
な
い
」
と
の
指
摘
が
あ
討
。
他
方
で
、
韓
国
社
会
で
は
、
相
続
形
態
と
し
て
は
、
無
遺
言
相
続
の
方
が
一
般
的
で

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
遺
書
も
残
さ
ず
、
裁
判
所
で
争
う
こ
と
も
あ
ま
り
好
ま
な
い
韓
関
の
棺
続
の
実

態
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
実
態
は
、
前
述
の
伝
統
的
な
家
族
制
度
あ
る
い
は
そ
こ
で
の
考
え
方
と
無
縁
で
は
な
い
よ
う

一
族
内
の
秩
序
ル

1
ル
が
被
棺
続
人
の
個
人
の
意
思
に
優
先
す
る
と
考
え
、
相
続
問
題
も
そ
の
ル

1
ル
に
委
ね
、
そ
れ

族
の
中
で
解
決
を
し
、
裁
判
所
に
持
ち
込
む
こ
と
も
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

韓
国
で
は
、

に
思
わ
れ
る
。

に
関
し
て
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
と
し
て
も

わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

そ
う
し
た
意
識
も
都
市
化
と
と
も
に
薄
ら
い
で
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
結
果
に
お
い
て
は
、
今
日
の
韓
国
社
会
に
お
い



て
も
、
依
然
、
法
定
相
続
に
関
す
る
諸
規
定
が
き
わ
め
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
他
方
で
、
法
定
相
続
の
内

一
九
九
一
年
に
韓
国
法
制
研
究
院
が
韓
国
全
土
で

行
っ
た
法
意
識
調
査
に
お
い
て
、
「
閤

O

現
行
員
法
は
、
嫁
に
行
っ
た
娘
と
父
母
の
世
話
を
す
る
息
子
の
い
ず
れ
に
、

財
産
を
相
続
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
か
よ
と
い
う
壁
間
に
対
し
、
「
嫁
に
行
っ
た
娘

0
・
六
%
、
一
一

容
が
必
ず
し
も
一
般
市
民
に
浸
透
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
現
象
も
認
め
ら
れ
る
。

よ
り
多
く
の

子
七
四
・
九
%
、
三

全
く
同
じ
で
あ
る
一
九
・
九
%
、
四

父
母
の
世
話
を
す
る
息

(
閃
)

よ
く
わ
か
ら
な
い
四
・
七
%
」
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
が
で
て
い
る
。

改
正
さ
れ
て
か
ら
あ
ま
り
告
が
経
っ
て
い
な
い
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
前
年
の
民
法
改
正
で
子
の
法
定
相
続
分
が

全
く
同
じ
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
在
倒
的
多
く
の
市
民
が
そ
れ
と
相
違
す
る
回
答
を
し
て
い
る
。
法
の
内
容
が
国
民
に
罵

そ
の
内
容
が
彼
ら
の
意
識
あ
る
い
は
相
続
の
実
態
と
ず
れ
て
い
る
こ
と
を
も

知
徹
底
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

示
し
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

相
続
事
件
に
関
す
る
韓
国
判
例
の
蓄
積
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

韓国相続法上の若干の問題

、主一
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(1)

日
本
に
住
む
韓
間
・
朝
鮮
人
の
本
国
法
の
決
定
な
ど
、
悶
際
私
法
上
の
問
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
検
討
の
対
象
と
し
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
木
棚
照
一
「
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
相
続
を
め
ぐ
る
国
際
私
法
上
の
諮
問
題
」
立
命
館
法
学
一
九
九
二
年
三
・
四
号
六
一
五
頁
以
下
参
照
。

(
2
)

制
脚
光
絃
諒
制
緩
族
抑
制
綴
法
要
論
』
(
葦
磐
文
化
社
l
ソ
ウ
ル
|
、
一
九
五
八
年
)
一
一
一
邸
玄
(
以
下
、
鄭
光
絃
・
要
論
で
引
用
)
。

(3)

御
脚
光
銭
・
要
論
三
回
頁
以
下
。

(
4
)

金
際
派
『
親
族
・
相
綴
法
l
i
家
族
法
i
|
(
第
四
金
訂
版
〕
』
(
法
文
社
i
ソ
ウ
ル
|
、
一
九
九
一
年
)
六
七
二
頁
以
下
(
以
下
、
金
隠
沫
・
家
族

法
で
引
用
)
。

(
5
)

金
容
旭
ム
銭
的
学
圭
『
新
し
い
韓
国
・
親
族
相
続
法
』
(
日
本
加
除
出
版
、
一
九
九
二
年
)
七
一
気
。

(
6
)

朝
鮮
高
等
法
院
一
九
三
一
二
年
一
一
一
月
一
一
一
日
判
決
(
判
例
総
覧
民
法
相
綴
編
6
1
2
(
A
)
一ニ一一一七頁)。

(7)

朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
(
鬼
頭
丘
二
執
筆
)
吋
李
朝
の
財
産
相
綴
法
』
(
図
書
刊
行
会
、
一
九
八
一
一
一
年
復
刻
版
)
二
七
真
。
な
お
、
祭
組
相
続
人
に
は
、
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固
有
の
相
続
分
に
二
割
の
加
給
が
あ
っ
た
。

(
8
)
3
5口問
a
y
o
H
V
E
f
(
朴
桑
濠
)
喝
、
ミ
ミ
円
H
h
a
H
h
t
E
E
Cロ
何
回
ザ
内
向

N-P1202
〉Z
ロ

-
4
m
Z
2
2
2
0
2
問
。
自
主
円
、
〉
戸
、

(
C三
〈
・
え
の
出
己
負
区
間

∞
開
門
]
内
巾
}
弓

-HSH)
唱
円
)
・
ω
・
な
お
、
中
国
の
相
似
続
制
度
に
つ
い
て
は
、
滋
賀
秀
一
一
一
一
“
中
国
家
族
法
の
原
理
』
(
創
文
社
、
一
九
六
七
年
)
一
二
三
頁
以

下
参
照

(9)

握
達
坤
「
朝
鮮
民
事
令
に
お
け
る
韓
国
慣
習
適
用
の
問
題
点
l
i
相
続
法
を
や
心
と
し
て

|
l
(上
)
」
一
戸
籍
月
報
四
一
一
号
七
頁
(
な
お
、
こ
の

論
文
は
吋
ア
ジ
ア
社
会
の
民
族
慣
習
と
近
代
化
政
策
』
〔
敬
文
堂
〕
か
ら
の
転
裁
で
あ
る
)
。

(
ぬ
)
金
践
沫
・
家
族
法
六
七
八
真
以
下
。

(
日
)
金
隠
沫
・
家
族
法
六
七
九
変
。

(
ロ
)
金
容
旭
ム
伎
町
学
+
中
了
前
掲
室
岡
二
一
一
一
一
長
。

(
日
)
大
法
院
判
決
一
九
七
五
年
一
二
月
二
一
一
一
日
七
五
ヰ
三
八
号
。

(
M
)

大
法
続
判
決
一
九
六
九
年
一
一
月
二
五
日
六
七
口
一
二
五
号
。

(
日
)
僕
達
坤
・
前
掲
論
文
随
一
一
号
八
頁
。

(
日
)
加
藤
令
造
「
渉
外
判
例
研
究
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
九
六
号
二
一
一
一
五
頁
以
下
。
な
お
、
木
棚
・
前
掲
論
文
六
一
一
一

O
頁
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
最
高
裁
の

判
決
を
支
持
す
る
。
本
件
判
例
評
釈
と
し
て
は
、
ほ
か
に
三
井
哲
夫
・
判
例
評
論
一
二
八
号
一
一
六
頁
以
下
、
西
山
慶
一
・
月
報
全
育
司
一
八
四
号
八

賞
以
下
が
あ
る
。

(
刀
)
金
容
旭
H

記
憶
向
学
圭
・
前
掲
窪
田
二
七
五
頁
。

(
時
)
鄭
光
銭
・
要
論
閉
山
一

O
頁。

(
閉
山
)
朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
(
鬼
頭
兵
一
執
筆
)
・
前
掲
『
李
朝
の
財
産
相
綴
法
』
一
五
真
。

(
初
)
金
際
沫
・
家
族
法
六

O
七
賞
以
下
。

(
幻
)
士
口
武
繁
『
朝
鮮
親
族
相
綴
法
要
論
』
(
厳
松
堂
4

鵬
首
底
、
一
九
一
一
一
一
年
)
五
一
一

O
頁。

(
辺
)
鄭
光
絃
・
要
論
問
一

O
頁
。
「
朝
鮮
に
於
て
は
遺
言
に
就
き
慣
習
上
一
定
の
方
式
を
認
め
」
ら
れ
な
い
と
し
て
(
吉
武
・
前
掲
警
凶
九
四
一
員
)
、
本
文

に
述
べ
た
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
本
文
に
お
い
て
前
述
し
た
よ
う
に
李
朝
時
代
は
遺
言
は
要
式
行
為
と
さ
れ
て
い
た
と
解
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
点
は
、
当
時
の
朝
鮮
民
事
令
の
「
慣
習
ニ
依
ル
」
と
の
名
の
も
と
に
、
実
質
的
に
は
法
が
変
更
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
事
例
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
一
戸
主
相
続
に
関
す
る
大
半
の
焼
{
廷
は
民
法
相
続
編
か
ら
親
族
編
に
い
わ
ば
そ
の
ま
ま
横
滑
り
を
し
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
内
容
に
関
し
て
い
え
ば
、

一
戸
主
承
継
制
度
に
あ
ら
た
め
た
趣
旨
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
詳
し
く
は
、
船
稿
「
韓
国
家
族
法
の
改
正
と
わ
が
国
渉
外
事
件
へ
の
影
響
(
中
)
」
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一
戸
籍
時
報
一
一
一
九
五
号
三
頁
以
下
参
照
。

(M)

こ
の
点
に
関
す
る
一
九
七
七
年
改
疋
の
内
容
は
、
山
悶
鎌
一

H

青
木
勢
津
日
青
木
清
吋
韓
国
家
族
法
入
門
』
(
有
斐
閣
、

下
参
照
。

(
お
)
金
稼
沫
・
家
族
法
問
九
三
官
民
。

(
お
)
吉
武
・
前
掲
室
岡
三
七
回
頁
お
よ
び
藤
田
東
一
ニ
「
朝
鮮
相
続
法
(
朝
鮮
親
族
法
続
編
)
」
京
城
帝
大
法
学
論
纂
別
刷
九
二
頁
。

(
幻
)
今
日
の
韓
国
社
会
に
お
い
て
も
、
尊
隠
・
卑
属
あ
る
い
は
長
・
幼
と
い
っ
た
順
序
が
き
わ
め
て
重
視
さ
れ
て
い
る
。
伊
藤
亜
人
編
(
未
成
道
男
執

筆
)
「
も
っ
と
知
り
た
い
韓
国
』
(
弘
文
堂
、
一
九
八
五
年
)
一
二
五
頁
以
下
参
照
。

(
お
)
中
川
善
之
助
H

泉
久
雄
吋
相
続
法
〔
第
三
版
〕
』
(
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
)
一
一
一
九
八
頁
以
下
参
照
。

(
却
)
金
篠
沫
・
家
族
法
五
八
八
頁
参
照
。

(
幼
)
金
際
派
・
家
族
法
六
六
四
頁
。

(
お
)
金
鴎
派
・
家
族
法
五
一
七
一
良
以
下
。

(
沼
)
金
曜
帽
沫
・
家
族
法
五
一
八
真
。

(
お
)
金
際
沫
・
家
族
法
宏
一
八
頁
。

(
斜
)
一
両
側
部
龍
百
民
法
総
則
』
(
法
文
社
|
ソ
ウ
ル
|
、
一
九
九

O
年
)
九
一
一
頁
。

(
お
)
金
務
沫
・
家
族
法
ム
ハ

O
九
頁
以
下
。

(
お
)
金
隠
沫
『
設
縛
親
族
・
相
績
法
〔
第
二
全
訂
版
〕
』
(
法
文
社
、
一
九
九
一
一
一
年
)
七

O
七
賞
。

(
幻
)
金
隠
沫
・
家
族
法
六
二
ハ
頁
。

(
お
)
金
際
沫
・
家
族
法
六
二
ハ
頁
、
金
容
渓
主
主
訂
版
親
族
相
綴
法
論
』
四
一
九
頁
。

(
狗
)
金
谷
地
H

出
世
同
学
圭
・
前
掲
常
一
回
二
八
一
真
。

(
必
)
李
相
叫
川
培
吋
財
産
相
制
緩
叫
「
法
律
知
識
』
(
育
林
出
版
、
一
九
九
二
年
)
一
一
一

O
二
頁
。

(
日
制
)
成
毛
銭
二
吋
最
新
増
補
・
選
一
一
一
一
口

l
i解
説
と
文
例
書
式

l
i』
(
臼
本
加
除
出
版
、
一
九
八
九
年
)
四

O
八
頁
も
、
「
こ
の
文
一
言
を
用
い
て
選
一
一
百
公
正

証
点
還
を
作
成
し
て
も
大
韓
民
国
法
上
適
法
と
解
さ
れ
る
」
と
す
る
。

(
必
)
鈴
木
緑
弥
『
相
続
法
講
義
』
(
創
文
社
、
一
九
八
六
年
)
一
一
九
頁
、
泉
久
雄
弓
相
続
さ
せ
る
』
己
日
の
遺
書
の
解
釈
」
家
族
法
判
例
官
選
〔
第
五

版
)
一
一
四
九
頁
(
一
九
九
去
年
)
。

(
必
)
朴
乗
濠
「
相
綴
分
刊
社
常
諮
問
題
」
現
代
家
族
法
斗
家
族
政
策
(
三
英
社

i
ソ
ウ
ル

i
、

九
八
六
年
)
一
一
四
頁
以
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一
九
八
八
年
)
二
九

O
頁
以
下
。
朴
乗
漆
教
授
は
、
家
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族
法
学
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
韓
国
を
代
表
す
る
法
制
史
家
で
も
あ
る
。
燈
史
的
な
経
緯
を
ふ
ま
え
て
、
今
日
の
家
族
法
の
解
釈
論
を
展
開
し
て
い

る。

(
付
制
)
金
時
間
沫
・
家
族
法
五
二
八
頁
以
下
、
金
容
漢
・
前
掲
書
三
五
四
頁
以
下
。

(
必
)
金
際
派
・
家
族
法
六
六
五
頁
、
金
容
漢
・
前
掲
室
岡
四
六
七
頁
。

(
必
)
金
時
鴫
沫
・
家
族
法
六
六
六
頁
お
よ
び
六
六
七
変
。

(
幻
)
金
容
旭
日
記
怯
同
学
圭
・
前
掲
室
岡
一
一
一
一
五
頁
。

(
必
)
朴
乗
濠
・
前
掲
論
文
二
八
頁
。

(
必
)
朴
索
濠
「
韓
国
に
お
け
る
棺
続
分
の
笑
質
的
公
平
の
問
題
(
大
韓
民
間
こ
戸
籍
時
報
一
一
一
八
一
一
一
号
二
六
頁
ご
九
九

O
年)。

(
問
山
)
拙
稿
「
韓
関
法
制
研
究
院
吋
留
民
法
意
識
調
査
研
究
』
」
南
山
法
学
工
ハ
巻
一
一
了
間
号
一
一
一

O
九
支
(
一
九
九
三
年
)
。
一
九
九
四
年
に
も
同
じ
議
資
を

し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
全
く
同
じ
で
あ
る
」
と
す
る
問
答
が
二
九
・
一
%
に
な
っ
て
お
り
、
者
千
増
加
し
て
い
る
。
と
は
い
え
圧
倒
的
多
く
の
原

氏
は
、
格
統
法
の
内
容
を
知
ら
な
い
こ
と
に
変
わ
り
が
な
い
。


